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ご存知ですか 
ナスバ（自動車事故対策機構） 
の交通事故被害者への援護制度 
　交通事故被害世帯の皆さんに次のような
援護制度がありますので、ご利用下さい。 

○交通遺児等育成資金の貸付 
　◇対 象 者　０歳～中学校卒業まで 
　◇貸付金額　一人につき最初　一時金 155,000円 
　　　　　　　　　　　　　以後月額　　20,000円 
　　　　　　　小・中学校入学時に入学支度金　44,000円 
　◇貸付期間　貸付決定時から中学校を卒業するまで 
　◇利　　子　無利子 
　◇返還方法　貸付期間終了後６ヶ月または一年経過
　　　　　　　した後に、月賦または月賦・半年賦併
　　　　　　　用による、２０年以内の分割均等返還。
　　　　　　　ただし、高校、大学、その他各種学校
　　　　　　　への進学者は、卒業までの間、返還を
　　　　　　　猶予することもできます。 
 ○重度後遺障害者に介護支給 
　◇対 象 者　自動車事故により脳、脊髄または胸腹
　　　　　　　部臓器に損傷を受け、常時または随時
　　　　　　　の介護を必要とする方で一定の要件に
　　　　　　　該当する方 
　◇支 給 額　月額29,290円～136,880円の間で、
　　　　　　　状況により支給「短期入院」費用があ
　　　　　　　れば別枠で支給 
　◇支給期間　支給月は、３・６・９・12月で、３
　　　　　　　ヶ月分を一括支給 
 ○本部ホームページアドレス 
　http://www.nasva.go.jp/ 
 ○お問い合わせ　自動車事故対策機構　札幌主管支所 
　電話 011－551－2145・ファックス 011－551－3731

懲戒処分等の公表について 
　下記のとおり職員の懲戒処分等を行いましたので、浦臼
町職員の懲戒処分の公表基準第５項の規定に基づき公表し
ます。 
　　　平成２０年２月１日 

所 属 名 出　納　室 職名 主事 年齢 ５３歳 性別 男 

処分の理由 

処分の内容 

処分の根拠 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２９条 第１項第２号及び第３号 

懲戒処分　減給６月間（10％） 

　４日間に及ぶ職場放棄及び長期にわたる事務処理の停滞、 
未整備は職員の職務遂行、専念義務に反するとともに、全体 
の奉仕者として著しく適切さを欠いた行為である。 

処分年月日 平成２０年２月１日 

浦　　臼　　町　　長　山　本　　　要 
浦臼町農業委員会  会長　冨　永　勝　弘 
浦臼町教育委員会  会長　石　　　僚　二 

（本人） 

所 属 名 農業委員会事務局 職名 主事 年齢 ６０歳 性別 男 

処分の理由 

処分の内容 

処分の根拠 職員懲戒処分等に関する基準第４条第２号 同基準第３条第５項第１号 

訓　　告 

　浦臼町農業委員会事務局長の職にあった期間において、担 
当職員の不適切な事務処理を防止、改善することができず、 
管理監督者としての義務を怠ったため。 

処分年月日 平成２０年１月３０日 

所 属 名 教育委員会事務局 職名 主事 年齢 ５８歳 性別 男 

処分の理由 

処分の内容 厳重注意 

処分の理由 職員懲戒処分等に関する基準第４条第２号 

　浦臼町農業委員会事務局長の職にあった期間において、担 
当職員の不適切な事務処理を防止、改善することができず、 
管理監督者としての義務を怠ったため。 

処分年月日 平成２０年１月３０日 

（管理監督者） 

  



国 民 

年 金 

こんな時は届出を… 

国民年金各種届出について  国民年金各種届出について  国民年金各種届出について  国民年金各種届出について  
　届出の内容によって届出先が違います。手続きの際は、必ず届出先をご確認ください。 
　手続きやご相談には、必ず年金手帳をご持参願います。また、その他に必要書類があ
る場合もございますので、事前に社会保険事務所や役場住民係にお問い合わせください。 

 
20歳になったとき 

会社を退職したとき 

配偶者の扶養についたとき 

配偶者の扶養から外れたとき 

配偶者が会社を移ったとき 

年金手帳を無くしたとき 

口座振替を開始・停止・変更するとき 

納付書を紛失したとき 

保険料を納めるのが困難なとき 

保険料を納めすぎたとき 

定額以上の保険料を納めたいとき 

６０歳～６５歳になるまで 

 
国民年金への加入手続 

（被扶養配偶者とともに）国民年金へ加入手続 

第３号被保険者への種別変更手続 

第１号被保険者への種別変更手続 

事業所の変更手続（第３号→第３号） 

年金手帳再交付申請 

口座振替依頼 

納付書再発行申出 

免除申請、納付猶予申請、学生納付特例申請 

還付請求手続 

付加納付申出 

任意加入手続 

第１被保険者→役場住民係 

第３号被保険者→配偶者の勤務先 

役場住民係 

配偶者の勤務先 

役場住民係 

配偶者の新しい勤務先 

第１号被保険者→役場住民係 

第３号被保険者→社会保険事務所 

銀行・郵便局・農協・信用金庫・社会保険事務所 

社会保険事務所 

役場住民係 

社会保険事務所 

役場住民係 

役場住民係 

こ　ん　な　と　き 必　要　な　手　続　き 届　　　　出　　　　先 

年
金
の
加
入
・
変
更 

もらう 
年金を 
増やす 

保険料 
を 

納める 

高知県本山町「第５回」人材派遣交流事業高知県本山町「第５回」人材派遣交流事業 本山通信

モッコ（天秤）を担ぎ力走する
笹木さん（写真手前）

いなり寿しを食べる笹木さん（写真手前）



図1　年間保険料の計算方法（平成20・21年度） 

年間保険料 

均 等 割 額 

所 得 割 額 

限度額50万円 

43,143円 

（前年の所得－33万円）×9.63％ 

＝
 

＋
 

（所得の低い世帯の方は 
　軽減されます） 

※1　「1％」とは、「（医療費総額－267,000）×1％」 
※2　「多数該当」とは、過去12か月に3回以上の支給を受けた場合の4回目以降の自己負担額 

44,400円 

12,000円 

8,000円 

44,400 
24,600 
15,000

外　来  ＋  入　院 
（世帯単位） 

80,100円＋1％※1 
多数該当※2は44,400円 

外　　来 
（個人単位） 世　帯　区　分 

現 役 並 み 所 得 者 

一　　般　　の　　方 
市町村民税 
非課税世帯 

低所得者Ⅱ 
低所得者Ⅰ 

表1　高額療養費の自己負担限度額（月ごと） 



　「ＥＩＬ」とは、北米の高校生を海外の一般家庭に宿泊させ、国際的な相互理解を育むことを目的
に行われる国際交流で、浦臼町でも今年の７月、受け入れることとなりました。約１３名が来町し、
１名ずつが１家庭に、１０泊１１日でホームステイすることとなります。なお、１３名の内一人は
日本語を話せる大人のリーダーです。受入方法は、家族の一員として各家庭のあるがままの生活を
体験させればよく、食事も普段どおりでかまいません。１１日間の具体的な計画は今後決まります
が、概ね、平日の日中は１３名が一同に集まっての体験行動をしますので、お世話頂くのは平日の
朝晩と休日の終日になる予定です。日本語は片言しか話せない高校生ですが、日本を勉強すること
が目的ですので、受入側は積極的に英語を使う必要はありません。少しでも興味を持たれた方は、
是非、下記までお問い合わせください。 

記 
　◎　日　　　　程　　平成２０年７月１３日（日）来町　７月２３日（水）離町 
　　　　　　　　　　　　（９日間、札幌で日本について研修を受けてから来町） 
　◎　申 込 期 限　　平成２０年３月２１日（金） 
　◎　申込・問合先　　役場  産業建設課 商工観光係　６８－２１１４（課直通） 

ＥＩＬ（国際生活体験）ホームステイ受入者の募集について 

医療給付の種類 
療　養　の　給　付 
入院時食事療養費【表3】 
入院時生活療養費【表3】 

保 険 外 併 用 療 養 費 

訪 問 看 護 療 養 費 
療　　　　養　　　　費 

特　別　療　養　費 

移　　　　送　　　　費 
高　額　療　養　費 
葬　　　　祭　　　　費 
高額介護合算療養費 

給付を受けるときは 
医療機関で被保険者証を提示 
町民税非課税世帯の方は事 
前に町への申請が必要　　 

 
申請は不要 

 
 
 
 

町への申請が必要 

こんなときに受けられます 
病気やけがの治療を受けたとき 
入院したときの食費 
療養病床に入院したときの食費・居住費 
利用者の選定による特別の病室の提供などを 
受けたとき 
訪問看護サービスを受けたとき 
やむを得ず医療費の全額を自己負担したとき 
資格証明書を受けている人が病気やけがの治 
療を受けたとき 
緊急の入院や転院で移送が必要となったとき 
1か月の患者負担が高額になったとき 
被保険者が死亡し、その方の葬祭を行ったとき 
医療と介護の自己負担額が高額になったとき 

表2　医療給付の種類 

世　帯　区　分 
①　一般の方 
②　町民税非課税世帯に属する方で、 
　　③以外の方 
③　町民税非課税世帯に属する方で、年 
　　金受給額が80万円以下の方及び老齢 
　　福年金を受給している方 

食事療養標準負担額 
260円 

210円 

 
100円 

表3　入院の場合の1食当たりの食費・1日当たりの居住費の標準負担額 
●　療養病床以外に入院したとき 

世　帯　区　分 
 
①　一般の方 

②　町民税非課税世帯に属する方で、 
　　③以外の方 
③　町民税非課税世帯に属する方で、年 
　　金受給額が80万円以下の方 
④　町民税非課税世帯に属する方で、老 
　　齢福祉年金を受給している方 

生活療養標準負担額 
（食　費）460円 
（居住費）320円 
（食　費）210円 
（居住費）320円 
（食　費）130円 
（居住費）320円 
（食　費）100円 
（居住費）    0円 

●　療養病床に入院したとき 

※　②に該当する方で、過去1年の入院 
　日数が90日を超える場合は、1食につ 
　き160円になります。なお、この入院 
　日数には、老人医療受給者であった期 
　間に係る入院日数を含みます。 

※１　①の場合の460円は、管理栄養士 
　　又は栄養士により栄養管理が行われ 
　　ているなど一定の要件を満たす保険 
　　医療機関の場合の額です。それ以外 
　　の場合は、420円になります。 
※２　左表は、入院医療の必要性の高い 
　　方以外の方に係るものです。 
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区　分 
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１月１日 
↓ 

１月31日 

1月１日 
↓ 

１月31日 

はい！ こちら119番 はい！ こちら11 9 番 

田園空間博物館 VOL.24

～活動３年目に向かって～ 
　田園空間博物館「樺戸地区」運営協議会が設立されて、2年が経ちました。これまで普及啓発を主たる活動としてきましたが、なかな
か一般に浸透していかないのが現実です。現在、広報、企画、サテライトの3部会で役割分担して活動を行っています。 

　広報部会の仕事は、広報掲載原稿の作成、散策ルートマップの作成などがありますが、現在は田園空間博物館を楽しんでもらうための散

策ルートマップを作成中です。企画部会の仕事は、普及啓発事業の企画立案、独自イベントの企画立案などがあり、普及啓発を行う際、中

心となって活動しています。サテライト部会の仕事は、施設の案内・説明、新規サテライトの発掘などがあります。昨年は月形支部におい

て、月形中学校の1年生を対象に施設見学会を行いました。「田園空間博物館」という言葉を聞くと、なんだか堅苦しいような難しいこと

をしなければならないような感じに思われがちですが、簡単に言えば「地域のいいところをみんなで探そう」「地域のいいところをほかの

人にも教えてあげよう」ということです。 

　来年度は、普及啓発の手法の見直し、各施設の写真の撮り直し、会報の発行などを予定していますが、新しい力が必要と感じています。

興味を持たれた方、元気をくれる方、知恵を出してくれる方など、ご連絡をお待ちしています。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田園空間博物館「樺戸地区」運営協議会事務局 

（広報紙掲載の田空つうしんは今月号が最後となります。今後の活動状況などは会報でお知らせします。） 

田園空間博物館に関する問い合せ先 

田園空間博物館「樺戸地区」運営協議会事務局　浦臼町産業建設課　TEL0125－68－2114

ごみ
のおはなし2ごみ
のおはなし2

住民課生活係 
TEL 0125－68－2112

勤務先・職種　  浦臼町立浦臼小学校補助員　　　１名 
　　　　　　　  浦臼町放課後子ども広場補助員　１名 
受 付 期 間　  平成20年3月５日から18日まで 
　　　　　　　  午前8時30分から午後5時15分まで 

教育委員会臨時職員募集 
教育委員会では、４月より下記に勤務する臨時職員を募集します。 

お申し込み・お問い合わせ先　  浦臼町教育委員会学務係・社会教育係 
　　　　　　　　　　　　　　  電話　68－2166

あそびのひろば 
妊婦さん、小さい子供のお持ちのお母さん、お気軽に 
ご参加ください。 

日時：第１木曜日 
　　　10：00～12：00 
場所：ふれあいの家 

日時：第２・４木曜日 

場所：鶴沼改善センター 

子育てサークルいちごちゃん 子育てサークルひよこちゃん 



■特定健診の検査項目 

必 須 項 目 

詳　細　な 

健 診 項 目 

保険者独自 

の追加項目 

™腎機能検査（血清クレアチニン、尿酸） 
※国の基準では廃止されましたが、空知中部広 
　域連合では独自に実施します。 

™貧血検査（赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値） 
™心電図検査 
™眼底検査 
※一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に 
　実施するものですが、心電図検査、貧血検査 
　については、空知中部広域連合では必須項目 
　とします。 

™質問票（服薬歴、喫煙歴など） 
™身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲） 
™理学的検査（身体診察） 
™血圧測定 
™血液検査 
・脂質検査（中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール） 
・血糖検査（ヘモグロビンA1c） 
・肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP） 
™尿検査（尿糖、尿蛋白） 

保健センター  保健福祉課保健指導係 
169－2100

保健師・看護師・栄養士だより 

4月から、40～74歳の方に 
特定健康診査・特定保健指導が 
始まります 
　我が国は、昭和５７年以降、老人保健法に基づい
た①健康手帳の交付　②健康相談　③健康教育　④
基本健康診査　⑤家庭訪問などの事業を行ってきま
した。しかし、急速な少子高齢化や生活様式の変化
などにより、医療費は年々増大していることから、
平成１８年度の医療制度改革により、医療費の適正
化を推進することになりました。 
　医療費の多くを占めるのは心臓病や脳卒中、糖尿
病などの生活習慣病によるもので、その危険因子で
ある、高血圧症や高血糖、高脂血症などの患者は年
々増加しており、その発症前の段階であるメタボリ
ックシンドロームの方は、４０歳以上の男性で２人
に１人、女性で５人に１人とも言われています。そ
こでメタボリックシンドロームの該当者や予備軍の
方を減らすため、平成２０年４月から、メタボリッ
クシンドロームに着目した特定健康診査と特定保健
指導を実施することが、国民健康保険や共済、政府
管掌保険などの医療保険者に義務づけられたのです。 
　今までは、市町村が主体で健康診査を行っていま
したが、これからは、保険者が主体となって行いま
すので、それぞれが加入している保険者から通知が
されることになります。 
◎国民健康保険に加入している方には、まず、役場
　住民課住民係から、ご案内の通知がされます。申
　し込みは今まで同様、保健センターで受付ます。
　国民健康保険加入者でも、事業所（会社）にお勤め
　の方は、事業主が健康診査を行うことになります
　ので、いつ、どこで受けることができるのかを事
　業主（会社）に確認すると良いでしょう。 
　　事業主の方は、加入している保険事務所に、何
　をどのように準備すればいいかを予め確認してお
　くと良いでしょう。 
　　社会保険に加入している方やその扶養者は、町
　で受けることができなくなりますので、注意が必
　要です。 
◎がん検診（胃・大腸・乳・子宮・前立腺・肺）に
　ついては、今までどおり、保険の種別にかかわら
　ず、受けることができます。 
◎肝炎ウイルス検査は、新たに４０歳になる方が主
　な対象となります。町で行う検査は、Ｂ型とＣ型
　肝炎の検査になります。これも保険の種別は関係
　ありません。 
◎骨粗鬆症検診は、例年申込者が多いため、公平に

　受診ができるよう、４０・４５・５０・５５・６０
　・６５・７０歳の方を対象とさせていただきます。
　保険種別は問いません。 
◎６５歳以上の方は、介護予防を目的とした生活機
　能評価健診も受けていただけます。保険種別は関
　係ありませんが、既に要介護１～５の認定をされ
　ている方は、受けることができません。 
＊いずれかの検診も現在通院中であっても、受診す
　ることになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎７５歳以上の方は、北海道後期高齢者医療広域連
　合が主体となり、市町村が業務委託を受けて、健
　康診査を実施する予定です。治療疾患により健診
　をうける必要がない方もいます。また、料金等詳
　細もまだ決まっていません。５月頃には、お知ら
　せできると思います。 
 
〔お知らせ〕 
・保健推進協議会は、現在の第１１期生をもって、
　当面の活動を休止することになりました。 
　　これまで、多くの住民の方の協力や理解をいた
　だき、健康に関する知識や食生活改善の普及に努
　めていただきましたことに感謝しております。あ
　りがとうございました。今後の再開の時期につき
　ましては、オール保健推進協議会とも、相談検討
　したうえで、決定したいと考えておりますので、
　ご理解いただきますよう、お願いいたします。 
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ひとのうごき ひとのうごき 

男 

女 

計 

世帯数 

1,160人（＋  2人） 

1,275人（－  4人） 

2,435人（－  2人） 

1,013戸（＋  3戸） 

（　）内は前月との比 

■1月末現在 

は じ め ま し て！ 

一言 一言 明るく元気に育ってね! !

佐藤　璃空  くん 

　　平成19年10月30日生（鶴沼第２） 

　　保護者　佐藤　勇樹 さん 
　　　　　　　　　真綾 さん 

さ  とう　　  り　く 

元気でたくましく育ってネ! !

静川　劉虎  くん 

　　平成20年１月６日生（浦臼第３の２） 

　　保護者　静川　拓海 さん 
　　　　　　　　　美香 さん 

しず かわ　　りゅう と 

元気に育ってね! !

石橋　幸繊  くん 

　　平成20年１月25日生（浦臼第３の２） 

　　保護者　石橋　裕太 さん 
　　　　　　　　　千裕 さん 

いし ばし　　 こう せん 
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お知らせします！ 
最終処分場放流水水質検査結果（1月分） 

項目 

採取日 
pH SS COD-Mn BOD 全窒素 

1月8日（火） 

　15日（火） 

24日（木） 

7.4 

7.2 

7.2 

5.8～8.6

1未満 

1未満 

1未満 

10以下 

1未満 

1未満 

1.4   

20以下 

1.5 

1.0 

1.5 

90以下 

1.5 

1.6 

1.6 

120以下 基　準　値 
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